
 

 

佐賀市役所保育幼稚園課・佐賀市教育委員会学校教育課

就学に向けた
特別支援教育に関する保護者説明資料

【通級指導教室】

 

   

 

 

〇通級指導教室は、通常の学級に在籍する児

童で学習面や生活面で特定の困り感をもつ児

童が、週に１～２時間程度、通級指導教室設置

校へ通級し指導を受ける教室です。 

〇通級指導教室には、言語通級指導教室（通

称 ことばの通級）とLD／ADHD等通級指導

教室（通称 まなびの通級）の２種類がありま

す。 

〇通学している小学校から他校に設置されて

いる通級指導教室へ通級する場合は、保護者

の送迎が必要です。 

 

 

〇言語通級指導教室（ことばの通級）は、発音

が不明瞭であったり、話し言葉のリズムがスム

ーズでなかったりするため、話し言葉でのコミュ

ニケーションがうまく進まない状況がみられた

り、本人が、学校生活において不都合を感じた

りしている状況がある児童が対象となります。 

〇ことばの通級教室では、正しい発音の練習

や楽に話せるような練習を行い、話すことや読

むことに自信が持てるような指導・支援を行い

ます。 

 

 

 

 



口や舌の運動を通して、構音の課題を改善する

言語通級指導教室
（ことばの通級）

 

〇ことばの通級教室では、特定の発音に困難

を持つ児童に対して、このような口や舌の運動

を通して構音の課題を改善し、正しい発音がで

きるような支援を行っています。 

 

 

・注意を集中するのが難しい ・順番を待つのが難しい
・人の話を聞くのが難しい ・授業中、席を離れてしまう

・感情や行動をコントロールできるよう学習
・見通しをもった行動ができるように学習
・得意なことを伸ばし、苦手なところを克服

LD／ADHD等
通級指導教室

（まなびの通級）

 

〇 LD/ADHD等通級指導教室（まなびの通

級）は、主としてLDやADHDの診断をもつ児

童が対象となります。 

〇まなびの通級教室では、聞く、話す、読む、書

く、計算する、推論すること等、特定の困り感が

ある児童に対して、特定の困り感を軽減し得意

なことを伸ばす指導・支援を行います。 

 

 

 

〇まなびの通級教室では、人とのかかわりや目

標を立てて実行するなどのこころの学習や見る

力や聞く力のトレーニングとなる目や耳をつか

う学習を行います。 

 

 



 

〇工作や実験、アイロンビーズなど手を使う学

習やボールやトランポリンを使用したり卓球等

を通じてルールを守りながら楽しく体を動かす

からだを使う学習を行います。 

 

 

 

 

〇通級指導教室へ通級するには、佐賀市教育

支援委員会での審議判断に基づく意見書発

行が必要です。 

〇佐賀市教育支援委員会とは、年４回（年長

児のみ）実施され支援を必要とする児童の状

況にとって最もふさわしい学びの場はどこなの

かを審議、判断する機関です。 

〇佐賀市教育支援委員会の委員は、医師、大

学の先生、特別支援教育に携わる先生たちで

構成されています。 

〇一人一人の児童について最も適正と考えら

れる学びの場を専門的な立場から総合的に

判断します。そして、児童の状況に応じた最も

適正だと考えられる就学先（学びの場）を意

見書という形で示し、発行します。 

 

〇佐賀市教育支援委員会での審議には、検査

結果や診断書等が必要です。 

〇知能検査報告書につきましては、児童の最

新の状況を知るため、おおむね１年以内に実

施したものをお願いしています。 

〇準備する書類によっては時間がかかるものも

あります。計画的に早めに準備をお願いしま

す。 

〇保護者の方は、審議に必要な書類を、通わ

れている園に提出してください。在宅の方は、

直接保育幼稚園課までご提出ください。 

 



《通級児童の決定》
佐賀市教育委員会が、それぞれの通級指導教室の通級

可能人数に応じて各通級指導教室の通級児童を決定し、
児童が在籍する小学校へ連絡

《佐賀市教育支援委員会の審議に基づく意見書発行》

通級指導教室への通級開始までのながれ

《通級指導教室利用承諾書の提出》
通級指導教室への通級が決定したら、保護者は「通級

指導教室利用承諾書」を児童が在籍する小学校へ提出

《通級指導教室の通級開始》
通級指導教室の設置校は、児童が在籍する小学校を通

して保護者へ通級開始日を連絡、通級開始

 

〇通級指導教室には、前年度から継続して通

級する児童と新規に通級を開始する児童がい

ます。通級指導教室には通級可能な人数の上

限があります。そこで、第５回佐賀市教育支援

委員会（１２月３日）終了後に、各通級指導教

室の通級児童の人数を佐賀市教育委員会で

把握した上で、次年度の通級指導教室へ通級

できる児童を決定します。通級可能な人数を

越える場合は、新規の児童に１年待っていただ

く場合があります。 

〇通級開始が決定したら、在籍小学校へ「通

級指導教室利用承諾書」を提出してください。

その後、通級の曜日と時間等を通級指導教室

と保護者と相談、決定していただきます。  

 


